非常災害対策計画書・避難確保計画書に係る確認書

令和　　年　　月　　日
法人名　　　　　
代表者氏名　　　

指定事業所名	：
所在地		：

■非常災害対策計画書について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、事業所は非常災害対策を定める必要があります。

・いずれかにチェックしてください。
	計画書を指定申請書に添付しました。
	☐

	指定申請時には提出できないが、指定後一か月以内に計画書を提出します。
	☐



■避難確保計画書について
「水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第31号）の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。

これにより、洪水による浸水想定区域内や、土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設（社会福祉施設、医療施設及び学校等）のうち、市町村地域防災計画に名称が記載された施設に対し（※）、その施設所有者（設置者）又は管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練を実施、報告することが義務付けられています。
　　※浸水区域等に該当する場合は記載されるため、事前に提出ください。

・該当する河川名には水深深度を記載してください。
（川口市ハザードマップを参照してください。）
該当がない場合は「該当なし」と記載してください。
	河川名
	荒川
	芝川・新芝川
	中川・綾瀬川
	鴨川・鴻沼川
	利根川
	菖蒲川・笹目川

	浸水深度
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ



・いずれかにチェックしてください。
	計画書を指定申請書に添付しました。
	☐

	指定申請時には提出できないが、指定後一か月以内に計画書を提出します。
	☐

	浸水区域、土砂災害警戒区域に該当しないため、提出不要です。
	☐



上記について確認しました。
[bookmark: _GoBack]


確認者職氏名	：
